
※労働者死傷病報告(休業4日以上 コロナウィルス感染症によるものを除く） 佐賀労働局
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社会福祉施設のうち老人福祉施設等の労働災害状況(令和5年)
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・社会福祉施設の労働災害(休業4日以上の死傷災害「以下同じ」)は132人被災し、そのうち老人福祉施設等での
災害が69.7％を占めている。
・老人福祉施設等で発生した労働災害は、移乗介助8.7％、トイレ介助7.6%、歩行介助4.3％その他の介助17.4%と
介助業務によるものが約38％、介助業務以外の通行や階段昇降等の移動中のものが62％を占めている。
・介助業務での事故の型別では、入居者等を介助中の動作の反動、無理な動作(60.0％)と転倒(28.6％)によるもの
で9割を占めている。また、介助業務以外では、転倒が52.6％、動作の反動、無理な動作が14.0%を占めている。
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 加齢とともにすべての人が、転びやすくなります

 いますぐ「転びの予防 体力チェック」

 「毎日かんたん！ロコモ予防」（出典：健康寿命をのばそう SMART LIFE PROJECT）

 特に女性は加齢とともに骨折のリスクも著しく増大します

 対象者に市町村が実施する「骨粗鬆症検診」を受診させましょう

 骨粗鬆症予防も一緒に！「骨活のすすめ」（出典：健康寿命をのばそう SMART LIFE PROJECT）

凍結した通路等で滑って転倒
従業員用通路の除雪・融雪。凍結しやすい箇所には融雪マットを設置する（★）

こぼれていた水、洗剤、油等（人為的なもの）により滑って転倒
水、洗剤、油等がこぼれていることのない状態を維持する。

（清掃中エリアの立入禁止、清掃後乾いた状態を確認してからの開放）

浴室等の水場で滑って転倒
防滑床材の導入、摩耗している場合は施工し直す（★）

滑りにくい履き物を使用させる

脱衣所等隣接エリアまで濡れないよう処置

雨で濡れた通路等で滑って転倒
雨天時に滑りやすい敷地内の場所を確認し、防滑処置等の対策を行う

送迎・訪問先での濡れた場所での転倒防止の注意喚起

利用者の車椅子、シルバーカー、杖などにつまずいて転倒
介助の周辺動作のときも焦らせない

介助のあとは“一呼吸置いて”から別の作業へ

通路の段差につまずいて転倒
事業場内の通路の段差の解消（★）、「見える化」

送迎先・訪問先での段差等による転倒防止の注意喚起

作業場や通路以外の障害物（車止めなど）につまずいて転倒
適切な通路の設定

敷地内駐車場の車止めの「見える化」

設備、家具などに足を引っかけて転倒
設備、家具等の角の「見える化」

何もないところでつまずいて転倒、足がもつれて転倒
転倒や怪我をしにくい身体づくりのための運動プログラム等の導入（★）

走らせない、急がせない仕組みづくり 職場３分
エクササイズ

コードなどにつまずいて転倒
労働者や利用者の転倒原因とならないよう、電気コード等の引き回しのルールを設定し、

労働者に徹底させる

社会福祉施設での転倒災害は増加の一途 性別・年齢別内訳（令和５年）

（なし）

「つまずき」等による転倒災害の原因と対策

「滑り」による転倒災害の原因と対策

（★）については、高年齢労働者の転倒災害防止のため、中小企業事業者は

「エイジフレンドリー補助金」（補助率１/２、上限100万円）を利用できます

介護労働者の転倒災害（業務中の転倒による重傷）を

防止しましょう

50歳以上を中心に、転倒による骨折等の労働災害が増加し続けています

事業者は労働者の転倒災害防止のための措置を講じなければなりません

職場で転倒して骨折（転倒災害）

（R５）厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署

転倒リスク・骨折リスク

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

中小事業者は、無料で安全衛生の専門家のアドバイスが受けられます
エイジフレンドリー補助金

中小規模事業場

安全衛生サポート事業

46.1日
※労働者死傷病報告による休業見込日数

社会福祉施設での転倒災害による平均休業日数（令和5年）

よくある転倒の原因と対策

60歳以上女性
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中央労働災害
防止協会

転倒予防セミナー



あなたの職場は⼤丈夫︖

チェック項目

１ 通路、階段、出⼝に物を放置していませんか

２
床の水たまりや氷、油、粉類などは放置せず、

その都度取り除いていますか

３
通路や階段を安全に移動できるように⼗分な明る

さ（照度）が確保されていますか

４
靴は、すべりにくくちょうど良いサイズのものを

選んでいますか

５
転倒しやすい場所の危険マップを作成し、周知し

ていますか

６
段差のある箇所や滑りやすい場所などに、注意を

促す標識をつけていますか

７
ポケットに手を入れたまま歩くことを

禁止していますか

８
ストレッチや転倒予防のための運動を取り入れて

いますか

９ 転倒を予防するための教育を⾏っていますか

チェックの結果は、いかがでしたか︖
問題のあったポイントが改善されれば、きっと作業効率も上がって働きやすい職

場になります。どのように改善するか「安全委員会」などで、全員でアイディア

を出し合いましょう︕

転倒の危険をチェックしてみましょう︕



労働衛生管理体制

作業管理

作業環境管理

健康管理

労働衛生教育

一般的な腰痛予防対策

〇腰痛の健康診断の実施（配置時、
定期）
〇腰痛予防体操の実施
〇腰痛による休業者が職場復帰する
際の措置

〇温度、照明、作業床面、作業空間等の改善

〇補助機器等による作業の自動化・省力化
〇作業姿勢・動作、服装、作業の実施体制等の改善
〇作業標準の策定
〇休憩時間・作業量の管理、作業の打ち合わせ

〇腰痛予防のための労働衛生教育の実施（配置時等）

＜リスクアセスメント等＞
〇腰痛発生要因のリスクアセスメントの実施、その結果
に基づく適切な腰痛予防対策の実施
〇PDCAサイクルにより、継続的・体系的な腰痛予防対策
の推進

作業態様別の対策

＜重量物取扱い作業＞
〇動力装置、補助機器等による作業の自動化・省力化
〇重量の制限（満18歳以上の男性は体重の40％以下、女性
は男性が取り扱う重量の60％程度）
〇荷姿の改善、重量の明示
〇作業姿勢・動作の改善

＜立ち作業＞
〇労働者の体型を考慮した作業機器や作業台の配置
〇クッション性のある靴やマットの利用

＜座り作業＞
〇労働者の体格にあった椅子の使用
〇労働者が不自然な姿勢とならない範囲に作業対象物の配置
〇直接床に座る作業の回避

＜福祉・医療分野における介護・看護作業＞
〇福祉用具の利用（介護ロボット等機器・道具）
〇作業姿勢・動作の改善（原則、人力による人の抱上げは
行わせないこと等）
〇具体的な作業を想定したリスクアセスメントの実施等

＜車両運転等の作業＞
〇座席の改善、運転時間の管理
〇長時間運転した後に重量物を取り扱う場合、小休止・休息
やストレッチを行った後に作業を行わせること
〇具体的な作業を想定したリスクアセスメントの実施等

増加する労働災害（特に転倒・腰痛等の行動災害）を自分事
として考え、顧客や消費者も含めた利害関係者全員で解決を図
るための共同事業体（コンソーシアム）。

取り組み事例の共有や表彰

「職場における腰痛予防対策指針」



 



働く高齢者の特性に配慮した安全な職場を目指しましょう

都道府県労働局・労働基準監督署 （Ｒ6．４）

エイジフレンドリーガイドライン
（高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン）

 エイジフレンドリー補助金では、「エイジフレンドリーガイドライン」に基づき、高年齢
労働者（60歳以上）の労働災害防止に取り組む中小企業事業者の皆さまを支援しています。

 高年齢労働者の労働災害防止対策、労働者の転倒・腰痛防止のための専門家による運動指
導等の実施、労働者の健康保持増進に取り組む際は、エイジフレンドリー補助金を是非、
ご活用ください。

エイジフレンドリー
補助金

エイジフレンドリー補助金

 経営トップによる方針表明と体制整備
経営トップが高年齢労働者の労働災害防止対策に取り組む方針を表明し、対策の担当者を明確化

します。労働者の意見を聴く機会を設けます。

 高年齢労働者の労働災害防止のためのリスクアセスメントの実施
高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害発生リスクについて、災害事例やヒヤリハット

事例から洗い出し、優先順位をつけて２以降の対策を実施します。

１ 安全衛生管理体制の確立

 身体機能の低下を補う設備・装置の導入（主としてハード面の対策）
身体機能の低下による労働災害を防止するため施設、設備、装置等の改善を行います。

 高年齢労働者の特性を考慮した作業管理（主としてソフト面の対策）
敏捷性や持久性、筋力の低下等の高年齢労働者の特性を考慮して作業内容等の見直しを行います。

２ 職場環境の改善

 健康状況の把握
雇い入れ時および定期の健康診断を確実に実施するとともに、高年齢労働者が自らの健康状況

を把握できるような取組を実施するよう努めます。

 体力の状況の把握
事業者、高年齢労働者双方が当該高年齢労働者の体力の状況を客観的に把握し必要な対策を行

うため、主に高年齢労働者を対象とした体力チェックを継続的に行うよう努めます。

※ 健康情報等を取り扱う際には、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取り扱いの

ために事業者が講ずべき措置に関する指針」を踏まえた対応が必要です。

３ 高年齢労働者の健康や体力の状況の把握

 個々の高年齢労働者の健康や体力の状況を踏まえた対応
・基礎疾患の罹患状況を踏まえ、労働時間の短縮や深夜業の回数の減少、作業の転換等の措置を講

じます。

・個々の労働者の状況に応じ、安全と健康の点で適合する業務をマッチングさせるよう努めます。

 心身両面にわたる健康保持増進措置

「事業場における労働者の健康保持増進のための指針（THP指針） 」や「労働者の心の健康の

保持増進のための指針（メンタルヘルス指針）」に基づく取組に努めます。

４ 高年齢労働者の健康や体力の状況に応じた対応

 高年齢労働者、管理監督者等に対する教育
労働者と関係者に、高年齢労働者に特有の特徴と対策についての教育を行うよう努めます。

（再雇用や再就職等で経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行います。）

５ 安全衛生教育



 



労働者死傷病報告の報告事項が改正され、

電子申請が義務化※されます
令和７年（ 2 0 2 5年）１月１日施行

事業主の皆さまへ

労働者が労働災害等による死亡し、又は休業したときには、事業者は所
轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告を提出しなければなりません（労
働安全衛生規則第97条）。

今般、労働者死傷病報告の報告事項について、災害発生状況をより的確
に把握すること等を目的として、以下のとおり改正します。

※ 経過措置として、当面の間、電子申請が困難な場合は書面による報告が可能です。

①事業の種類
日本標準産業分類から該当する
細分類項目を選択してください。
（例）製造業＞食料品製造業＞水産食
料品製造業＞水産缶詰・瓶詰製造業

②被災者の職種
日本標準職業分類から該当する
小分類項目を選択してください。
（例）生産工程従事者＞製品製造・加
工処理従事者（金属製品を除く）＞
食料品製造従事者

③傷病名及び傷病部位
該当する傷病名及び傷病部位を
選択してください。
（例）傷病名：負傷＞切断

傷病部位：頭部＞鼻

④災害発生状況及び原因
５つの記入欄にそれぞれ記入し
てください。

電子申請に便利な入力支援サービスのご案内

主な改正内容

これまで自由記載であった①、②、③、⑤について該当するコードから選択できるようになり、
④については留意事項別に記入できるように記入欄が５分割されました。

①

②

③

④

⑤

※電子申請義務化に伴う略図の取扱いについて
従前の手書きでの作成とは異なり、イラスト等の
「略図」のデータを添付してください。「略図」
を手書き等で作成後、携帯電話等で写真を撮って
そのデータを添付していただいても構いません。

⑤国籍・地域及び在留資格
該当する国籍・地域及び在留資
格を選択してください。



電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入
力支援サービス】をご活用いたくことでスムーズに申請できます。

厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票
印刷に係る入力支援サービス」は、企業の皆様が所轄の労働基準監督署
に行う届出の作成を支援します。

届出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報
をe-Govを介して直接電子申請することが可能です。

また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時
中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。

・都道府県労働局・労働基準監督署

電子申請に当たっては

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷

に係る入力支援サービス
をご活用ください

＼スマートフォンからの電子申請も可能です／
入力支援サービスを活用した電子申請はこちらから▶

厚生労働省HPにリンクします

※ 令和７年１月１日より、労働者死傷病報告のほか、以下の報告も電子申請が義務化
されます。これらの報告にも、入力支援サービスをご活用ください。

◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

◼ 定期健康診断結果報告

◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

◼ 有機溶剤等健康診断結果報告

◼ じん肺健康管理実施状況報告
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